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再処理施設の概要と特徴
再処理施設の工程概要

再処理施設の特徴
各 程 放射性物質が非密封 取扱われる
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・各工程で、放射性物質が非密封で取扱われる。
・大量の放射性物質及びその他の危険物質が、多様な化学反応及び物理事象に
より処理及び生成される。



再処理施設の安全上の特徴

・放射能量の90％近くが固体状として存在
・多種多様な放射性核種が、非密封の状態で施設内
に広範に分散して存在

工程に沿って、様々な形態・性質・量の放射性物質が、
多くの機器に分散して存在

多種多様な事故が想定される
臨界事故、崩壊熱による沸騰事故, 放射線分解水素
爆発事故 火災･爆発事故 漏えい事故等 放射能量の相対割合

項目 原子炉施設 再処理施設

爆発事故、火災 爆発事故、漏えい事故等

安全上の特徴の比較

放射能量の相対割合

項目 原子炉施設 再処理施設

放射性物質の形態
単一

ほぼ全量が燃料集合体
多様

集合体／溶液／固化体／粉末／気体

放射性物質の
存在箇所

集中
炉心／燃料貯蔵ピット

分散
各建屋（各工程） 4



再処理施設の原子力安全の考え方

IAEAの基本安全原則SF-1や日本原子力学会技術レポート

原子力安全の目的（Safety Objectives）

”人と環境を、原子力の施設と活動に起因する放射線の有害な影響から防人と環境を、原子力の施設と活動に起因する放射線の有害な影響から防

護すること”

そのためには、次の対策が不可欠である。

• 人の放射線被ばくと放射性物質の環境への放出を抑制する。

• 施設とその活動の安全の管理の喪失に結びつくかもしれない事象の可能性を

防止する。防止する。

• そのような事象が万一発生しても、その影響を緩和する。

原子力安全の目的を達成する上で基本となるのが深層防護である。原子力安全の目的を達成する上で基本となるのが深層防護である。

なお、原子力安全を扱う本書では、再処理施設は基本的には化学処理プロ

セスであるが 放射線の関係しない純粋な意味での化学プロセスや産業（工
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セスであるが、放射線の関係しない純粋な意味での化学プロセスや産業（工

業）プロセスによるハザードは対象としない。



再処理施設の防護レベルと安全原則

 IAEA INSAG 12の安全原則（S f t P i i l SP ） IAEA INSAG-12の安全原則（Safety Principles：SPs）
次の3つの安全目的（Safety Objectives）の達成目標を示した

一般的に共有される安全概念般的に共有される安全概念
・全般的な目的（人と環境への放射線ハザード防護）
・放射線防護
技術的安全・技術的安全

オブジェクティブ・ツリーにおいては各防護レベルで達成すべき
目標目標
 INSAG-12の安全原則

・6つの基本原則：安全マネジメント原則と深層防護原則
( )・9つの技術原則：全体的な枠組み(立地、設計、運転など)を提供

・54の技術的な個別原則：プラントのライフサイクルの特定の段階の
安全技術
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安全技術
再処理施設として再検討



再処理施設の個別安全原則と防護レベル

 INSAG-12の54の個別安全原則 INSAG 12の54の個別安全原則

 43原則： そのまま適用可

 11原則： 再処理施設に合わせて再検討 11原則： 再処理施設に合わせて再検討

➡ 9原則に再整理

再処理施設特有の個別安全原則として4原則を追加 再処理施設特有の個別安全原則として4原則を追加
 臨界事故に対する防護と臨界安全

 臨界制御手段 臨界制御手段

 可燃性・爆発性物質に対する防護

 有毒化学物質に対する防護

原子力安全に影響を与えうる
非放射線ハザードへの防護

 個別安全原則に対応した防護レベルを設定
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再処理施設の56の個別安全原則と防護レベルの設定



再処理施設の個別安全原則と深層防護レベル(簡略版)
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再処理施設の個別安全原則と深層防護レベル(検討例）

供用
段階

R-SPs
N

個別安全原則
(R SP )

再処理施設の個別安全原則(R-SPs)の内容
深層防護レベル

1 2 3 4 5段階 No. (R-SPs)
再処理施設の個別安全原則( )の内容

1 2 3 4 5

136

プラントに影響を
与える外部要因

サイトの選定では，再処理施設の安全性に悪影響を与える可能性があ
る地域要因の調査結果を考慮する。 ○

公衆及び地域環 サイトは，通常運転及び事故条件下の再処理施設の放射線の影響の観

立

地

138 境への放射線学
的影響

響
点から調査する。 ○ ○ ○ ○ ○

140

緊急時計画の実
現性

再処理施設に選定されるサイトは，放射性物質の事故的な放出による影
響を制限するのに必要なオフサイト対策に適合し，かつそのような手段
に適合し続けることが期待されるものである

○

に適合し続けることが期待されるものである。

142
最終ヒートシンク
の準備

再処理施設に選定されるサイトは，施設の放射性物質等により発生する
崩壊熱を除去できる信頼性の高い長期的なヒートシンクを有する。 ○ ○ ○ ○

150

設計管理 安全についての責務の割り当てと分担は，施設プロジェクトの設計段階
を通して 並びにそれに続くいかなる改造においても 明確に定義され ○ ○ ○ ○

設

150 を通して，並びにそれに続くいかなる改造においても，明確に定義され，
維持される。

○ ○ ○ ○

154

実証された技術 設計に組み込まれる技術は，実績や試験によって実証されたものである。
重要な新しい設計特性や新しい設計手法は，機器，系統，あるいはプラ
ントのレベルでの研究や原型試験等の研究や試験等を適切に経て初め

○ ○ ○ ○

設

計
て，導入される。

158

設計に関する一般
基準

再処理施設は。通常運転状態，運転時の異常な過渡変化，極端な外部
事象及び事故状態を含む一連の事象の組み合わせに対処できるように
設計される。この目的のために，保守的なルールや安全余裕を組み込ん
だ判断基準が設計要求事項を規定するために用いられる。また 包括的

○ ○ ○ ○
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だ判断基準が設計要求事項を規定するために用いられる。また，包括的
な解析がプラントの様々な機器と系統の安全性能又は能力を評価する
ために実施される。



再処理施設の安全機能の設定(1/3)( )

再処理施設の特徴：

(1) 基本的な安全機能の設定

容易に分散する形状（非密封の溶液状、粉末状及び気体状）で大量の放射性物質及びその
他の危険物質が、多様な化学反応及び物理事象により処理及び生成される。

→重大な核的･放射線的な緊急事態を生じる可能性有
適切な技術的 管理的手段によ て防護される必要有→適切な技術的、管理的手段によって防護される必要有

施設内の内蔵放射能量が定常的（原子炉施設： 核分裂で絶えず大量に生成）
事故が発生してもその進展速度が遅い（原子炉施設の事故： 数秒、数分での対応要）

が

安全目的（目標）：人及び環境を電離放射線の有害な影響から防護

現場で作業員が常に放射性物質を取扱（原子炉施設： 現場は無人）

機能№ 原子炉施設

FSF (1) 反応度の制御 ⇒止める

＜参考＞原子炉施設

機能№ 再処理施設

R-FSF (1) 臨界の防止 ⇒ 未臨界性の維持

再処理施設の基本的な安全機能

FSF (1) 反応度の制御 ⇒止める

FSF (2) 燃料からの熱除去 ⇒ 冷やす

放射性物質の閉じ込め

R FSF (1) 臨界の防止 ⇒ 未臨界性の維持

R-FSF (2) 放射性物質の閉じ込め
⇒ 閉じ込める

放射線による外部被ばくに対する
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FSF (3) 放射性物質の閉じ込め
⇒ 閉じ込める

R-FSF (3) 放射線による外部被ばくに対する
防護 ⇒ 遮へい

IAEAの再処理施設の安全指針（DS360）にも合致



再処理施設の安全機能の設定(2/3)( )
(2) 安全機能の設定

基本的な安全機能を細分化し 再処理施設においては18の安全機能を設定

機能№ 安全機能

R-SF (10) 放射線分解ガス及び爆発性・可燃性物質
の燃焼 爆発防止

基本的な安全機能を細分化し、再処理施設においては18の安全機能を設定

機能№ 安全機能

R-SF (1) 臨界安全管理条件を逸脱する
過渡事象 防止

( )
の燃焼・爆発防止

R-SF (11) 運転時の環境への放射能放出の制限

R-SF (12) 事故時の環境への放射能放出の制限

R SF (1)
過渡事象の防止

R-SF (2) 包括的臨界安全管理体系の維持

R-SF (3) 臨界の検知と終息措置
（未臨 移行）

R-SF (13) 放射能放出の公衆および環境への影響
の制限

R-SF (14) 搬送放射性物質からの放射能放出制御
維持

R SF (3)
（未臨界への移行）

R-SF (4) 使用済燃料の未臨界性の維持

R-SF (5) 静的閉じ込め（障壁）の健全性の R SF (14)
の維持

R-SF (15) 放射線下作業環境での作業者の被ばく
の制限

安全系 対する支援 必 な ビ

R SF (5)
維持

R-SF (6) 動的閉じ込め（負圧勾配）の健全
性の維持

R-SF (16) 安全系に対する支援として必要なサービ
スの維持

R-SF (17) 運転時・事故時の対応操作に必要な居住
性等の制御の維持

R-SF (7) 高レベル廃液等崩壊熱の除去

R-SF (8) 最終ヒートシンクへの熱移送
性等の制御の維持

R-SF (18) 安全機能支障要因となる構築物，系統，
機器の損傷・故障防止

R-SF (9) 搬送放射性物質からの崩壊熱の
除去
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再処理施設の安全機能の設定(3/3)( )
(3) R-FSFsとR-SFsとの関係
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まとめ

再処理施設の防御レベルと安全原則再処理施設の防御レベルと安全原則
IAEA INSAG-12の安全原則
・6つの基本原則：安全マネジメント原則と深層防護原則
・9つの技術原則：全体的な枠組み(立地、設計、運転など)を提供
・54の技術的な個別原則：プラントのライフサイクルの特定の段階の安全技術

再処理施設の の個別安全原則と防護 ベ の設定→再処理施設の56の個別安全原則と防護レベルの設定

再処理施設の安全機能再処理施設の安全機能
再処理施設の基本的な安全機能
・臨界の防止臨界の防止
・放射性物質の閉じ込め
・放射線による外部被ばくに対する防護
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→基本的な安全機能を細分化し、18の安全機能を設定



再処理施設の安全機能の設定
付録-1

－R-FSFsとR-SFsとの関係－

＜基本的な安全機能＞ R-FSF(1) ：【臨界の防止】＜基本的な安全機能＞ R FSF(1) ：【臨界の防止】

＜安全機能＞
R-SF(1) ：【臨界安全管理条件を逸脱する過渡事象の防止】( ) 【臨界安全管理条件を逸脱する過渡事象の防 】

許容できない核分裂性物質の状態変化や誤移送等の臨界安全管理条
件からの逸脱を伴う過渡事象の防止

R-SF(2) ：【包括的臨界安全管理体系の維持】
核分裂性物質を含む機器の包括的臨界安全管理体系の維持

R-SF(3) ：【臨界の検知と終息措置（未臨界への移行）】
臨界を検知し、終息させる措置
（例）中性子吸収材の注入のように 臨界事故発生時において未臨界に（例）中性子吸収材の注入のように、臨界事故発生時において未臨界に

移行させるための機能
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R-SF(4) ：【使用済燃料の未臨界性の維持】
施設内で保管される使用済燃料の十分な未臨界性の維持



再処理施設の安全機能の設定
付録-2

－R-FSFsとR-SFsとの関係－
＜基本的な安全機能＞ R-FSF(2) ：【放射性物質の閉じ込め】

＜安全機能＞
R-SF(5) ：【静的閉じ込め（障壁）の健全性の維持】

核燃料物質及び放射性物質を内包する槽、並びにそれらを収納するセル及び建屋の静的健全性維持
R SF(6) 【動的閉じ込め（負圧勾配）の健全性の維持】R-SF(6) ：【動的閉じ込め（負圧勾配）の健全性の維持】

オフガス系及び換気系により負圧勾配を維持した動的閉じ込めの確保
R-SF(7) ：【高レベル廃液等崩壊熱の除去】 高レベル廃液等の崩壊熱除去機能の維持
R-SF(8) ：【最終ヒートシンクへの熱移送】 他の安全系から最終ヒートシンクへの熱移送R SF(8) ：【最終ヒ トシンク の熱移送】 他の安全系から最終ヒ トシンク の熱移送
R-SF(9) ：【搬送放射性物質からの崩壊熱の除去】

施設内で保管される核燃料物質、放射性物質からの崩壊熱の除去
R-SF(10) ：【放射線分解ガス及び爆発性・可燃性物質の燃焼・爆発防止】

放射線分解ガスや他の可燃 爆発性物質の燃焼 爆発を防止放射線分解ガスや他の可燃・爆発性物質の燃焼・爆発を防止
R-SF(11) ：【運転時の環境への放射能放出の制限】

運転時の規定限界未満までの施設からの放射性物質の環境への放出の制限
R-SF(12) ：【事故時の環境への放射能放出の制限】R SF(12) ：【事故時の環境 の放射能放出の制限】

事故条件下及びその後の施設からの放射性物質の環境への放出の制限
R-SF(13) ：【放射能放出の公衆及び環境への影響の制限】

放射性物質の放出の作業者、公衆及び環境への影響を制限
R SF(14) 【搬送放射性物質からの放射能放出制御の維持】
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R-SF(14) ：【搬送放射性物質からの放射能放出制御の維持】
全ての運転状態での施設内での輸送、若しくは、保管された核燃料物質、放射性物質からの放射能放

出の制御の維持



再処理施設の安全機能の設定
付録-3

－R-FSFsとR-SFsとの関係－

＜基本的な安全機能＞ R FSF(3) 【放射線による外部被ばくに対する防護】

＜安全機能＞
R-SF(15) ：【放射線下作業環境での作業者の被ばくの制限】

＜基本的な安全機能＞ R-FSF(3)  ：【放射線による外部被ばくに対する防護】

( ) 【放射線 作業環境 作業者 被 制限】
放射線エリアでの作業環境維持

＜基本的な安全機能＞ R FSF(1) R FSF(2) R FSF(3) に共通な安全機能

＜安全機能＞
R-SF(16) ：【安全系に対する支援として必要なサービスの維持】

＜基本的な安全機能＞ R-FSF(1)、R-FSF(2)、R-FSF(3) に共通な安全機能

安全系に対する支援として必要なサービス、サポートシステム（電気、空気、水力の動力
供給及び潤滑剤のようなもの）の確保

R-SF(17) ：【運転時・事故時の対応操作に必要な居住性等の制御の維持】
想定される非常時 間 安全系 運転 ため及び要員が安全上重要な運転 履行想定される非常時の間、安全系の運転のため及び要員が安全上重要な運転の履行に

必要な制御室の居住性のための環境条件の制御維持
R-SF(18) ：【安全機能支障要因となる構造物、系統、機器の損傷・故障防止】

安全機能に支障を引き起こす構造物 系統 または機器の故障の防止 またはその影
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安全機能に支障を引き起こす構造物、系統、または機器の故障の防止、またはその影
響を制限


